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議案第５７号

財産を無償で貸し付けること（放牧場用地及び施設）

について

　次のとおり財産を無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

　　令和５年２月１３日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治　　

１　財産の内容

種　　　　　類 所　　　在　　　地 数　　　　　量

土 　 　 地
鳥取市越路字破山７３７番１ほか２
２０筆

１，９１８，３３３．４９
平方メートル

建　物
畜 舎 ほ か 鳥取市越路字蓬谷、上大平及び狼谷

地内
９，２６０．７９平方メー
トル（２４棟 ）

工作物
雑用水施設及

び電気施設等
鳥取市越路及び円通寺地内 一式

土 　 　 地
鳥取市国府町雨滝字河合谷９５６番
１ほか５筆

１，２６８，３６５．００
平方メートル

建　物
避 難 舎 ほ か

鳥取市国府町雨滝字河合谷地内
７７９．４０平方メート
ル（９棟 ）

工作物
雑用水施設及

び電気施設等
〃 一式

土 　 　 地
鳥取市河原町北村字兵円山８９１番
１６ほか１１７筆

１，３４８，４３４．８４
平方メートル
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２　相　手　方

　鳥取市越路字蓬谷７７５番地１

　公益財団法人鳥取県畜産振興協会

３　貸 付 期 間

　令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

４　理　　　由

　公共育成牧場の安定的な運営を図るため、放牧場の運営を通じた預託牛の育成事業を

行う公益財団法人鳥取県畜産振興協会に対し、同事業の用に供する放牧場の土地及び施

設を無償で貸し付けようとするものである。

建　物
避 難 舎 ほ か

鳥取市河原町北村字兵円山地内
４４７．５５平方メート
ル（６棟 ）

工作物
雑用水施設及

び電気施設等

鳥取市河原町北村、弓河内及び小河
内地内

一式

建　物
農 具 舎 ほ か

東伯郡三朝町大字俵原字菅原地内
９０４．８４平方メート
ル（７棟 ）

工作物
給水施設及び

電 気 施 設 等 〃 一式

土 地
西伯郡伯耆町小林字水無原２番５ほ
か２１筆

１，３６７，５５１．５７
平方メートル

建　物
畜 舎 ほ か

西伯郡伯耆町小林字水無原地内
７，７８０．２９平方メー
トル（１９棟 ）

工作物
給水施設及び

電 気 施 設 等

西伯郡伯耆町小林字水無原及び金屋
谷字水無原地内

一式


